
トピックス
令和3年2月1日 4

＝対象 ＝定員、定数 ＝料金、費用 ＝市の担当課＝申し込み ＝問い合わせ ＝手話通訳 ＝要約筆記 ＝FAX＝共通の内容 ＝ネット窓口（電子申請）◎ ☆ ＄ ＃ ♥ Α Β ＊♦ ￡

♥市民文化スポーツ局
文化企画課
☎582・2391

▲部埼灯台（全景）

▲旧昼間潮流信号機（腕木部拡大）

　

昨
年
１２
月
、
門
司
区
白
野
江

に
所
在
す
る「
部
埼
灯
台
」が
、

国
の
重
要
文
化
財（
建
造
物
）に

指
定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
、「
部
埼
灯
台
」の
ほ
か

に
、犬
吠
埼
灯
台（
千
葉
県
）や
六

連
島
灯
台
・
角
島
灯
台（
い
ず
れ
も

山
口
県
）の
４
基
が
同
時
に
、国
の

重
要
文
化
財（
建
造
物
）の
指
定

を
受
け
て
い
ま
す
。い
ず
れ
も
、

「
日
本
灯
台
の
父
」と
さ
れ
る
英
国

人
技
師
の
Ｒ
・
Ｈ
ブ
ラ
ン
ト
ン
の

指
導
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
明
治
期

の
石
造
灯
台
で
、現
役
灯
台
と
し

て
は
初
め
て
の
指
定
で
す
。

　
「
部
埼
灯
台
」の
文
化
財
指
定

に
際
し
、本
市
と
海
上
保
安
庁
第

七
管
区
海
上
保
安
本
部
で
、今
後

の
適
正
な
施
設
の
保
存
、維
持
を

目
的
に
保
存
活
用
計
画
を
策
定

す
る
予
定
で
す
。そ
の
計
画
策
定

の
た
め
の
資
料
と
し
て
、「
部
埼

灯
台
」を
撮
影
し
た
古
写
真
を
探

し
て
い
ま
す
。

　

対
象
は
昭
和
４５
年（
１
９
７
０

年
）以
前
に「
部
埼
灯
台
」･「
旧

官
舎
」･「
旧
昼
間
潮
流
信
号
機

」を
被
写
体
と
し
て
撮
影
さ
れ
、

撮
影
年
代
が
分
か
る
写
真（
ネ

ガ
、動
画
フ
ィ
ル
ム
を
含
む
）で

す
。
資
料
を
お
持
ち
の
人
は
ぜ

ひ
、
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
し

ま
す
。

　

関
門
海
峡
に
向
か
っ
て
突
き
出

た
岬
で
あ
る
部
埼
周
辺
の
海
域

は
、海
難
事
故
が
多
い
場
所
で
し

た
。江
戸
時
代
後
期
、自
ら
火
を

た
い
て
往
来
船
の
安
全
航
行
を

支
え
た
僧
・
清
虚
の
偉
業
は
、郷

土
の
歴
史
と
し
て
語
り
継
が
れ

て
い
ま
す
。

　

交
易
な
ど
に
よ
り
、外
国
船
が

急
激
に
増
え
て
い
た
江
戸
時
代

末
期
、
関
門
海
峡
を
安
全
に
航

海
す
る
た
め
、慶
応
３
年（
１
８

６
7
年
）に「
部
埼
灯
台
」の
設
置

が
取
り
決
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

青
い
空
に
映
え
る
重
厚
な
白

御
影
石
造
り
や
、フ
ラ
ン
ス
か
ら

輸
入
し
た
回
転
式
の
レ
ン
ズ
が

美
し
い
灯
台
で
す
。内
部
を
見
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、レ
ン
ズ

な
ど
灯
台
内
部
の
一
部
機
器
は
明

　
「
部
埼
灯
台
」は
、
明
治
５
年

（
１
８
７
２
年
）の
建
設
当
初
の
外

観
を
留
め
て
い
る
九
州
最
古
の

現
役
灯
台
で
、歴
史
的
価
値
が
高

い
建
造
物
で
す
。ま
た
、灯
台
守

の
住
居
で
あ
る「
旧
官
舎
」や
、潮

▲「古写真」の例

▲関門海峡東（瀬戸内海）側と部埼灯台

▲夜の部埼灯台 ▲灯籠部（拡大）

▲旧官舎（全景）

古
写
真
を
探
し
て
い
ま
す

行
き
方

な
ぜ
灯
台
を
設
置
し
た
の
か

こ
こ
が
見
ど
こ
ろ

流
の
方
向
と
速
さ
を
船
舶
に
知

ら
せ
て
い
た「
旧
昼
間
潮
流
信
号

機
」な
ど
の
関
連
施
設
が
一
体
的

に
残
さ
れ
て
い
る
点
も
評
価
さ

れ
ま
し
た
。

部
埼
灯
台（
門
司
区
）が
国
の
重
要
文
化
財（
建
造
物
）に
指
定
さ
れ
ま
し
た

 

治
時
代
の
も
の
で
、現
在
も
使
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

白
野
江
郵
便
局（
門
司
区
白

野
江
三
丁
目
）か
ら
車
で
約
１０
分

で
す
。

　新型コロナウイルス感染症に
感染した人や医療・介護従事
者、その家族などへの差別、偏
見、誹謗中傷や心無い言動は決
して許されるものではありませ
ん。新型コロナウイルス感染症
には、誰もが感染する可能性が
あります。不安な気持ちはみん
な一緒です。私たちが向き合う
べきはウイルスです。感染者な
どへの差別、特定の人や職業、
地域に対して「危ない」「悪い」
などのレッテル貼りは絶対にや
めましょう。

　1月13日、福岡県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の
対象区域に追加されました。本市では、国の要請に基づき、

などの緊急事態措置を実施しています。詳細は♥を。市ホームページ（右記を読み取り）
などでもご覧になれます。

●不要不急の外出・移動を控える（特に20時以降は徹底）
●飲食店や喫茶店などの営業時間は20時まで（酒類提供は11～19時まで）とする
●在宅勤務（テレワーク）、時差出勤等を推進する

　本市では、感染防止対策と社会経済活動との両立を図るため、事業者の皆さんに向けた
緊急経済支援を行っています。また、新たに補正予算や当初予算を編成し、社会経済活動の
さらなる支援に取り組みます。
　営業時間短縮要請に応じた飲食店の皆さんへの協力金支給（福岡県事業）など、緊急経
済支援策の最新情報は、市ホームページ（右記を読み取り）をご覧ください。

　市内宿泊施設をテレワークなどの場として提供します。対象の宿泊施
設では、テレワーク割引プランでご利用できます。利用は3月30日（火）
まで。詳細は市のホームページ（アドレスは表紙参照）をご覧ください。

　市公共施設の利用時間を２０時までとします。各施設の状況は、随時、市ホームページ
（右記を読み取り）などでお知らせします。また、イベントや講座なども中止または延期に
なる場合があります。詳細は、主催者にお問い合わせください。

◆緊急事態宣言発令による緊急事態措置について　

◆緊急経済支援策について　

　市公共施設の利用制限・休止などについて

♥人権相談専用電話
☎562・5088
月～金曜日８時３０分～１７時
（祝・休日、年末年始を除く）テレワーク

を支援

ひ ぼう

☎0570・093・567♥新型コロナウイルス感染症対策室

☎582・2299♥産業経済局緊急経済対策室

☎551・8150
♥産業経済局観光課

※掲載内容は1月15日時点のものです。

新型コロナウイルス感染症
に関する差別や偏見を
なくしましょう


